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指定緊急避難場所・指定避難所の考え方                   

指定緊急避難場所 

指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合にその危険から逃れる場所として、地震・洪水の災害の

種別ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指

定する。 

指定避難所 

指定避難所は、災害の危険性があり避難した市民等を災害の危

険性が無くなるまでに必要な間滞在させ、又は災害により家に

戻れなくなった市民等を一時的に滞在させるための施設とし

て指定する。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることがで

きる。 

 拠点避難所 

避難所のうち小・中学校、高等学校、総合運動公園及び菖蒲文

化会館（アミーゴ）を利用する避難所で、避難所以外の被災者

に対しても、情報や物資の提供をする拠点施設である。 

 補助避難所 

拠点避難所だけではすべての避難者を収容できない場合、コミ

ュニティセンター等を補助避難所として利用するが最寄りの

市民等が自主避難して来た場合は、受入れるものとする。 

 福祉避難所 
高齢者や障がい者、妊産婦など、一般の避難所では生活に支障

があり、特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


